
　　　処　　　 分 　　　名

処　分　の　概　要

　　　根　拠　法　令　名

　　　条　　　　　　　　  項

　　　所　　　管　　　課 保険給付・年金課

　　　経由機関での処理期間 １週間

　　　所管課での処理期間 １カ月３週間

　　　標　準　処　理　期　間 計 ２カ月

判　断　基　準

【根拠法令等】

国民健康保険法

（特別療養費）
第五十四条の三　市町村及び組合は、保険料を滞納している世帯主（当該市町村の区域内に住所を有する
世帯主に限る。）又は組合員（その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する
法律（平成六年法律第百十七号）による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する
給付（以下この項及び第四項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。）を受けることができる世帯主
又は組合員を除く。以下この条において「保険料滞納世帯主等」という。）が、当該保険料の納期限から厚生
労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該
保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組（次項並
びに第六十三条の二第一項及び第二項において「保険料納付の勧奨等」という。）を行つてもなお当該保険
料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると
認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者（原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者
及び十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。以下この条（第四項及び第五
項を除く。）において同じ。）が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪
問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療
養費等（入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。
第四項及び第五項において同じ。）の支給（次項及び第五項において「療養の給付等」という。）に代えて、当
該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給する。
２　市町村及び組合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過する前においても、当該市町村
又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納世帯主等が当該保険料を納付しない場合にお
いては、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者か
ら指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付等に代え
て、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給することができる。ただし、同項の政令で定める特別
の事情があると認められるときは、この限りでない。
３　市町村及び組合は、第一項又は前項本文の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、厚生労
働省令で定めるところにより、保険料滞納世帯主等に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等か
ら療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨
を通知するものとする。

国民健康保険法第54条の3を基準とする。

審査基準及び標準処理期間整理個表

特別療養費の支給

申請に基づいて、審査基準に適合した場合に支給する。

国民健康保険法（昭和33年法律第192号）

第54条の3第1項

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



４　市町村及び組合は、第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等が滞納して
いる保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事
情があると認められる場合又はその世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることが
できる者となつた場合において、これらの場合に該当する世帯主又は組合員の世帯に属する被保険者（当該
保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者とな
つた場合にあつては、当該被保険者に限る。以下この項及び次項において同じ。）が保険医療機関等から療
養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該世帯主若しくは組合員の
世帯に属する被保険者に対し療養の給付を行い、又は当該世帯主若しくは組合員に対し入院時食事療養費
等を支給する。
５　市町村及び組合は、前項の規定により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、
あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する場合に該当する世帯主又は組合員に対し、
その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪
問看護を受けたときは、療養の給付等を行う旨を通知するものとする。
６　健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項、第
四十五条の二、第五十二条第五項、第五十三条第二項、第五十四条の二第三項、第八項及び第十項、第
五十四条の二の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療
養費に係る療養又は指定訪問看護及びこれらに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合におい
て、第五十三条第二項中「保険外併用療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と、「健康保険法第八十六
条第二項第一号」とあるのは「、療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第七十六条第二項の規
定による厚生労働大臣の定めの例により、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十
六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により、訪問看護療養費の支給を受けることができ
る場合は同法第八十八条第四項」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定
める。
７　第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者がこれ
らの規定の適用を受けていないとすれば第五十四条第一項の規定が適用されることとなるときは、市町村及
び組合は、療養費を支給することができる。
８　第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者が電子
資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を
受け、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、市町村及び
組合は、療養費を支給するものとする。
９　第五十四条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による療養費について準用する。この場合におい
て、同条第四項中「受けるべき場合」とあるのは、「受けることができる場合」と読み替えるものとする。
（昭六一法一〇六・追加、昭六三法七八・一部改正、平六法五六・旧第五十四条の二繰下・一部改正、平九
法九四・平九法一二四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平一八法八三・平二七法三一・
令元法九・令五法四八・一部改正）

国民健康保険法施行規則

（特別療養費の支給申請）
第二十七条の五　被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項又は第二項本
文の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請
書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一 療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号
二 療養を取り扱つた保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
三 傷病名及び療養期間
四 療養につき算定した費用の額
２　前項の申請書には、同項第四号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなけ
ればならない。
（平六厚令五六・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二
四・令六厚労令一一九・一部改正）

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



手続の流れ

市 民 所 管 課

１日

申請

支給

愛媛県国民健康

保険団体連合会

審査依頼

１週間

１ヶ月３週間

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。


